
○東総広域水道企業団建設工事等指名業者選定審査

会規程

昭和６２年４月１日

訓 令 第 ４ 号

改正 平成 ４年３月３１日訓令第１号 平成１０年 ３月３１日訓令第１号

平成１５年４月２３日訓令第１号 平成２４年 ６月２９日訓令第１号

東総広域水道企業団建設工事等指名業者選定審査会規程（昭和５６年東総広域水道企業

団訓令第４号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この訓令は、東総広域水道企業団建設工事等指名業者選定審査会の組織及び運営

に関し必要な事項を定めるものとする。

（設置）

第２条 建設工事又は製造の請負、物件の購入及び設計・測量・調査等の委託（以下「建

設工事等」という。）の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札の指名業者の選定等

を適正に行うため、東総広域水道企業団に建設工事等指名業者選定審査会（以下「審査

会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第３条 審査会は、東総広域水道企業団建設工事等指名業者選定基準第７条の規定による

諮問に応じ、建設工事等に係る一般競争入札の入札参加資格要件及び指名競争入札の指

名業者の選定について、意見を述べるもののほか、次の各号について審議し、意見を述

べるものとする。

(1) 建設工事等の指名競争入札に係る指名業者選定基準に関すること。

(2) 入札参加業者資格者名簿に登載された者の指名停止に関すること。

(3) その他委員長が必要と認めるもの。

２ 審査会は、前項に定めるもののほか、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって

入札した者が地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０第１項（第

１６７条の１３の規定により準用する場合を含む。）の規定に該当する者として企業長

から意見を求められたときは、当該入札した者以外の者を落札者とすることの可否の審

査及び落札者の選定につき意見を述べるものとする。

（組織）

第４条 審査会は、委員をもって組織する。

２ 委員は、事務局長、総務課長及び浄水課長の職にある者をもって充てる。

３ 前項の委員に事故のあるときは、当該委員の指定した者がその職務を代理することが



できる。

（委員長）

第５条 審査会に委員長を置く。

２ 委員長は、事務局長の職にある委員をもって充てる。

３ 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

４ 委員長に事故のあるときは、総務課長の職にある委員がその職務を代理する。

（会議）

第６条 審査会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。

２ 委員長は、会議を招集する場合は、審議案件を明らかにして遅くとも開催日の前々日

までに委員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この

限りでない。

３ 会議は、委員（第４条第３項の規定により委員の職務を代理する者を含む。第４項に

おいて同じ。）の３分の２以上の出席がなければ開くことができない。

４ 会議の議長は、委員長をもって充てる。

５ 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。

６ 審査会は、必要に応じて関係職員の説明を求めることができる。

７ 委員長は、緊急その他やむを得ない事情により会議を開催することができない場合は、

書類の回議をもって会議に代えることができる。

（報告）

第７条 委員長は、速やかに会議の結果を東総広域水道企業団建設工事等指名業者選定審

査会会議結果報告書（別記様式）により企業長に報告しなければならない。ただし、企

業長があらかじめその必要がないと認めたものについては、この限りでない。

（庶務）

第８条 審査会の庶務は、総務課において所掌する。

（秘密の保持）

第９条 委員及びその他の関係職員は、法令に別段の定めがある場合のほか、その職務上

知り得た審査会の会務の内容を他に漏らしてはならない。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則（平成４年３月３１日訓令第１号）

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則（平成１０年３月３１日訓令第１号）

この訓令は、平成１０年４月１日から施行する。

附 則（平成１５年４月２３日訓令第１号）



この訓令は、平成１５年５月１日から施行する。

附 則（平成２４年６月２９日訓令第１号）

この訓令は、平成２４年７月１日から施行する。



別記様式（第７条関係）

東総広域水道企業団建設工事等指

名業者選定審査会会議結果報告書

年 月 日

東総広域水道企業団

企業長 様

東総広域水道企業団建設工事等

指名業者選定審査会

委員長 印

建設工事等指名業者選定審査会を 月 日開催したところ、その結果は次のとおり

でしたので報告します。

１ 建設工事等の名称

２ 工事場所等

３ 工事等の概要

４ 設計（予定）金額

５ 会議結果
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